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全木連モニター意識調査２００２．７ 

 

違法伐採に関するアンケート調査票  
 

最近話題になっています木材生産国（輸出国）の「森林の違法伐採問

題」についてお伺いいたします。次の設問に対し、該当する答一つに○印

を付してください。また、「その他」をお選びになった方はその理由を（  ）

の中にお書き下さい。 

（ここで「木材」とは、丸太、製材、合板等を言います。） 

 

問１．あなたのお仕事の業態は？ 

（１）製材業（  ） （２）流通業（  ） （３）その他（    ） 

 

問２．あなたの取り扱っている木材のうち、外材の比率はどのくらいありま

すか？ 

（１）２０％以下（  ） （２）２１～４０％（  ） （３）４１～６

０％（  ） （４）６１～８０％（  ） （５）８１％以上（  ） 

 

問３．一般に「違法伐採」とは、生産国（輸出国）の法律や条例に違反して

木材を伐採したり、取引することを言いますが、あなたはこのことを、 

（１）よく知っている。（  ）  （２）少しは知っている。（  ） 

（３）聞いたことがない。（  ） （４）その他（        ） 

 

問４．違法伐採された木材が我が国に輸入されていると思いますか？ 

（１）思う。（  ） （２）思わない。（  ） （３）分からない。（  ） 

 

問５．あなたの取り扱っている外材の中に違法伐採によると思われる材があ

りますか？あると思われる場合はその比率を数字で記入してください。 

 

（１）ある。（  ） その比率は約    ％ 

（２）ない。（  ） 

（３）分からない。（  ） 
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問６．もしもあなたが取引しようとしている木材が、違法伐採の疑いがある

場合、その取引についてはどのように考えますか？ 

（１）何時もどおり取引する。（  ）  

（２）国内において問題にならないのだから取引する。（  ）  

（３）道義的には問題あるが取引せざるを得ない。（  ）  

（４）取引しない。（  ） 

 

問７．明らかに違法伐採によるものと分かったら、どうしますか？ 

（１）何時もどおり取引する。（  ）  

（２）国内において問題にならないのだから取引する。（  ）  

（３）道義的には問題あるが取引せざるを得ない。（  ）  

（４）取引しない。（  ） 

 

問８．前問で（１）～（３）と応えた方にお伺いいたします。違法伐採によ

る木材の取り扱いについてお尋ねします。 

（１）生産国（輸出国）のことだから輸入国は心配しなくてよい。（  ） 

（２）商売はお互いの利益になっているので、取引してもかまわない。（  ） 

（３）みんな取り扱っているので、自分だけ取引しない訳にはいかない。（  ） 

（４）法的に禁止されないのだから続ける。（  ） 

（５）その他（                         ） 

 

問９．最近、違法伐採問題が主要国サミットの議題として取り上げられるな

ど国際問題となってきておりますが、あなたはどのように考えますか？ 

（１）外国の森林について心配する必要はない。（  ） 

（２） 違法伐採問題は、生産国（輸出国）の国内問題だから、その国で必要

な措置を講じるべきである。（  ） 

（３） 当面は我が国の木材輸入に影響はないと思うが、影響が出るようにな

れば心配する。（  ） 

（４）地球環境にかかわる問題なので、環境保全の観点から違法伐採をスト

ップさせるため、国際間の協力が必要である。（  ） 

（５） 我が国の木材業界にとって、永続的な木材供給が不可欠なので、違法伐採

をストップするために我が国も積極的に協力すべきである。（  ） 

（６）その他（                          ） 
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問 10．違法伐採問題の解決には、消費国（輸入国）側にも責任があるとい

う意見があります。我が国のとるべき対策は？ 

（１）違法伐採材の取引を法的に禁止する。（  ）  

（２）木材業界が違法伐採材の取扱いを自粛すると宣言する。（  ）  

（３）違法伐採材の貿易に関するモニターリングを強化し、取引抑制の国際

的ルールを作る。（  ）  

（４）生産国（輸出国）に協力して違法伐採の撲滅に協力する。（  ）  

（５）我が国の責任ではないので何もする必要はない。（  ）  

（６）その他（                           ）  

 

問 11．違法伐採問題を解決する一つの方法として、民間による森林認証や

ラベリングなどの制度が考えられています。あなたはどのように考えます

か？ 

（１）制度が出来れば、コストアップになっても利用する。（  ）  

（２）自由な取引が出来ないから反対である。（  ）  

（３）コストアップになるので反対である。（  ）  

（４）制度を見てみないと何とも言えない。（  ） 

（５）その他（                       ） 

 

問 12．我が国や生産国（輸出国）の NGO が違法伐採問題を取り上げ、取引

をモニターリングする動きがあります。 

（１）いいことだから賛成する。（  ）  

（２）方法にもよるが基本的には賛成する。（  ）  

（３）自由なビジネスを邪魔するものであれば反対である。（  ）  

（４）公的機関が行うべきで、民間がやるのは反対である。（  ）  

（５）関心がない。（  ）  

（６）その他（    

） 

問 13．全木連は違法伐採問題を検討するため、研究者、業界関係者、商社、

NGO、消費者団体等をメンバーとする検討委員会を開催しています。こ

の委員会の役割について、どのようなことを期待しますか？ 

（１）業界の態度を明確にするため、いろいろな立場の人から意見を聞くの



 4

はいいことだ。（  ）  

（２）この問題に対する業界の対応について、大いに PR すべきだ。（  ） 

（３）違法伐採についてあまり認識がないので、関心がない。（  ）  

（４）全木連が国際問題にかかわることは反対だ。（  ）  

（５）そのような委員会を知らなかった。（  ）  

（６）その他自由にお書きください。（                         

 ） 

 

問 14．米国の林産物協会や国際林産物製紙協議会などが、違法伐採に反対

であり、国際機関や政府の違法伐採をストップする取組みに全面的に賛成

するという態度表明をしました。全木連はどうすべきでしょうか？ 

（１）同様の声明を出し、国際社会にアッピールすべきである。（  ） 

（２）自分の首を絞めることになる恐れがあるので、そのような声明を出す

べきではない。（  ） 

（３）そのような声明にはメリット、デメリットがあり慎重にすべきだ。（  ） 

（４）その他（                          ） 

 

以上で質問を終わります。ご協力ありがとうございました。  
 

なお、違法伐採に関する情報は当会のホームページ 

 http://www.zenmoku.jp/sinrin/index.html 

をご参照下さい。 

 

 

もし差し支えなければ、氏名、会社名、連絡先をお書き下さい。 

氏名： 

会社名： 

住所： 

Tel：           Fax:  

 


